
１．自殺の実態を明らかにする
２．国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
３．早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する
４．心の健康づくりを進める
５．適切な精神科医療を受けられるようにする
６．社会的な取組で自殺を防ぐ
７．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
８．遺された人への支援を充実する
９．民間団体との連携を強化する

自殺総合対策大綱（見直し案）（全体像）
～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して～

国、地方公共団体、関係団体、民間団体等が緊密な連携を図りつつ、国を挙げて自殺対策に取り組み、一人ひとりがかけがえのない個
人として尊重され、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指すものとする。

地域の実情に応じて、対策の有効性や効率性、優先順位などを検討し、国民一人ひとりに身近な地域において、それぞれの実情に応じ
たきめ細かな対策を講ずることが必要。

＜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す＞

自殺総合対策の現状と課題 ： 地域レベルの実践的な取組を中心とする自殺対策への転換

１．社会的要因も踏まえ総合的に取り組む
２．国民一人ひとりが自殺予防の主役となるよう取り組む
３．段階ごと、対象ごとの対策を効果的に組み合わせる
４．関係者の連携による包括的な生きる支援を強化する
５．自殺の実態に即した施策を推進する
６．施策の検証・評価を行いながら、中長期的視点に立っ
て、継続的に進める

７．政策対象となる集団毎の実態を踏まえた対策を推進
する

８．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国
民の役割を明確化し、その連携・協働を推進する

（第２） 自殺総合対策の基本的考え方 （第３） 当面の重点施策

○平成28年までに、自殺死亡率を17年と比べて20％以上減少させ
ることを目標とする。

（第４） 自殺対策の数値目標 ○国における推進体制
○地域における連携・協力の確保
○施策の評価及び管理 ○大綱の見直し

（第５） 推進体制等

自殺総合対策における基本認識 ： ＜自殺は、その多くが追い込まれた末の死＞
＜自殺は、その多くが防ぐことができる社会的な問題＞
＜自殺を考えている人は何らかのサインを発していることが多い＞

（第１） はじめに

（資料１）



自
殺

総
合

対
策

大
綱

の
見

直
し
の

ポ
イ
ン
ト

①

●
目
指
す
べ
き
社
会
を
提
示

：
誰

も
自

殺
に

追
い

込
ま

れ
る

こ
と
の

な
い

社
会

の
実

現
を

目
指

す

●
見

直
し
案

の
副

題
と
冒

頭
に
お
い
て
、
国

、
地

方
公

共
団

体
、
関

係
団

体
、
民

間
団

体
等

が
緊

密
な
連

携
を
取

り
つ
つ
、
国

を
挙

げ
て

自
殺
対
策
に
取
り
組
み
、
一

人
ひ
と
り
が

か
け
が

え
の

な
い
個

人
と
し
て
尊

重
さ
れ
、
「
誰

も
自

殺
に
追

い
込

ま
れ

る
こ
と
の

な
い
社

会
」
の

実
現

を
目

指
す
こ
と
を
明

記
。

●
第

１
は

じ
め
に

・
現

行
の

自
殺

総
合

対
策

大
綱

の
下

で
の

取
組

に
つ
い
て
総

括
。
地

域
レ
ベ
ル

の
実

践
的

な
取

組
を
中

心
と
す
る
自

殺
対

策
へ

の

転
換

を
図

る
必

要
性

や
、
自

殺
未

遂
者

向
け
の

対
策

、
国

、
地

方
公

共
団

体
、
関

係
団

体
、
民

間
団

体
等

の
取

組
の

連
携

・
協

力

の
必
要
性
を
指
摘
。

・
「
自

殺
総

合
対

策
に
お
け
る
基

本
認

識
」
は

、
正

確
性

を
高

め
、
断

定
的

で
な
い
表

現
に
修

正
。

●
第
２

自
殺
総
合
対
策
の
基
本
的
考
え
方

・
自

殺
や

精
神

疾
患

に
対

す
る
偏

見
を
な
く
す
取

組
と
し
て
、
「
自

殺
や

多
重

債
務

、
う
つ
病

等
の

自
殺

関
連

事
象

は
不

名
誉

で
恥

ず

か
し
い
も
の

で
あ
る
」
と
い
う
間

違
っ
た
社

会
通

念
か

ら
の

脱
却

や
、
自

殺
に
追

い
込

ま
れ

る
と
い
う
危

機
は

「
誰

に
で
も
起

こ
り
得

る

危
機
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
誰
か
に
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
普

及
す
る
こ
と
の

重
要

性
を
指

摘
。

・
自

殺
に
追

い
込

ま
れ

よ
う
と
し
て
い
る
人

が
安

心
し
て
生

き
ら
れ

る
よ
う
に
し
て
自

殺
を
防

ぐ
た
め
に
は

、
社

会
・
経

済
的

な
視

点
を
含

む
包

括
的

な
取

組
が

重
要

で
あ
る
こ
と
、
そ
の

た
め
に
は

、
自

殺
対

策
の

現
場

の
活

動
だ
け
で
は

な
く
、
自

殺
の

要
因

と
な
り
得

る

生
活

困
窮

、
児

童
虐

待
、
性

暴
力

被
害

、
ひ
き
こ
も
り
、
性

的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
等

、
関

連
の

分
野

に
お
い
て
も
連

携
の

取
組

が
展

開
さ

れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
今

後
、
こ
れ

ら
関

連
す
る
分

野
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の

連
携

体
制

を
確

立
し
て
、
よ
り
多

く
の

関
係

者
に
よ
る
包

括
的

な
生

き
る
支

援
を
展

開
し
て
い
く
こ
と
が

重
要

で
あ
る
こ
と
を
指

摘
。
【4

】

・
政

策
対

象
毎

の
対

策
の

推
進

に
つ
い
て
記

述
し
、
特

に
若

年
層

へ
の

取
組

の
必

要
性

・
重

要
性

に
つ
い
て
大

き
く
記

述
し
た
ほ

か
、

新
た
に
自
殺
未
遂
者
に
つ
い
て
記
載
。
【7

】

・
国

、
地

方
公

共
団

体
、
関

係
団

体
、
民

間
団

体
、
企

業
及

び
国

民
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ

が
果

た
す
べ

き
と
考

え
ら
れ

る
役

割
に
つ

い
て
新
た
に
記
載
。
【8

】

【1
】



自
殺

総
合

対
策

大
綱

の
見

直
し
の

ポ
イ
ン
ト

②

●
第

３
当

面
の

重
点

施
策

・
自

殺
予

防
週

間
（
９
月
10

日
～
16

日
）
と
自

殺
対

策
強

化
月

間
（
３
月

）
を
設

定
し
、
啓

発
活

動
と
あ
わ

せ
て
支

援
策

を
重

点
的

に
実

施
す
る
。
【2(1)】

・
支

援
を
必

要
と
し
て
い
る
人

が
簡

単
に
適

切
な
支

援
策

に
辿

り
着

け
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活

用
す
る
な
ど
し
て
支

援
策

情
報

の
集

約
、
提

供
を
強

化
す
る
。
【6(1)】

・
弁

護
士

、
司

法
書

士
、
薬

剤
師

、
理

容
師

等
、
様

々
な
分

野
で
の

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ

ー
の

養
成

を
促

進
す
る
。
【3(11)】

・
児

童
生

徒
が

命
の

大
切

さ
を
実

感
で
き
る
教

育
だ
け
で
な
く
、
生

活
上

の
困

難
・
ス
ト
レ
ス
に
直

面
し
た
と
き
の

対
処

方
法

を
身

に
付

け
さ
せ

る
た
め
の

教
育

を
推

進
す
る
。
【2(2)】

・
児

童
生

徒
の

自
殺

が
起

き
た
場

合
の

実
態

把
握

に
つ
い
て
の

記
述

を
詳

細
に
し
た
ほ

か
、
い
じ
め
問

題
へ

の
対

処
に
つ
い
て
指

導
す
る
。
【1(4)・6(10)】

・
認

知
行

動
療

法
な
ど
の

診
療

の
普

及
を
図

る
た
め
、
精

神
科

医
療

体
制

の
充

実
の

方
策

を
検

討
す
る
。
ま
た
、
適

切
な
薬

物
療

法
の

普
及

や
過

量
服

薬
対

策
を
徹

底
す
る
。
【5(1)】

・
救

急
医

療
施

設
に
お
い
て
、
自

殺
未

遂
者

が
必

要
に
応

じ
て
精

神
科

医
等

に
よ
る
ケ
ア
が

受
け
ら
れ

る
体

制
の

整
備

を
図

る
【7(1)】

・
職

場
の

管
理

・
監

督
者

及
び
産

業
保

健
ス
タ
ッ
フ
や

労
働

者
に
対

す
る
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル

ス
に
関

す
る
教

育
研

修
を
実

施
す
る
と
と
も
に
、

労
働

者
が

働
き
や

す
い
職

場
環

境
の

整
備

を
図

る
。
ま
た
、
い
わ

ゆ
る
過
労

死
・
過

労
自

殺
を
防

止
す
る
た
め
、
労

働
基

準
監

督
署

に
よ
る
監

督
指

導
を
強

化
す
る
と
と
も
に
、
小

規
模

事
業

場
や

非
正

規
雇

用
を
含

め
た
全

て
の

労
働

者
の

長
時

間
労

働
を
抑

制
す

る
た
め
、
労

働
時

間
等

の
設

定
改

善
に
向

け
た
環

境
整

備
を
推

進
す
る
。
【4(1)】

・
大

規
模

災
害

に
お
け
る
被

災
者

の
心

の
ケ
ア
、
生

活
再

建
等

を
推

進
す
る
。
【4(4)】

●
第

４
自

殺
対

策
の

数
値

目
標

・
数

値
目

標
自

体
（
平

成
28

年
ま
で
に
、
自

殺
死

亡
率

を
17

年
と
比

べ
て
20

％
以

上
減

少
さ
せ

る
）
に
は

変
更

を
加

え
な
い
が

、
参

考
と
し
て
次
の
と
お
り
欄
外
に
記
載

。
平

成
１
７
年

の
自

殺
死

亡
率

は
２
４
．
２
で
あ
り
、
そ
れ

を
２
０
％

減
少

さ
せ

る
と
１
９
．
４
と
な
る
。
な
お
、
２
２
年

の
自

殺
死

亡
率

は
２
３
．
４
と
な
っ
て
い
る
。
自

殺
死

亡
率

は
人

口
１
０
万

人
当

た
り
の
自

殺
者

数
な
の

で
、
人

口
が

増
減

す
る
と
そ
の

数
値

も
変

動
し
て
し
ま
う
。
仮

に
、
２
３
年

１
０
月

１
日

現
在

の
推

計
人

口
（
１
億
２
６
１
８
万

人
）
の

ま
ま
人

口
が

一
定

だ
と
す
る
と
、
目

標
を
達

成
す
る
た
め
に
は

自
殺

者
数

は
２
万

４
４
２
８
人

以
下

と
な
る
必

要
が

あ
る
。

●
第

５
推

進
体

制
等

・
国

、
地

方
公

共
団

体
、
関

係
団

体
、
民

間
団

体
等

が
連

携
・
協

働
す
る
た
め
の

仕
組

み
や

、
施

策
の

実
施

状
況

等
を
検

証
し
、
効

果
等

を
評

価
す
る
た
め
の

仕
組

み
を
設

け
る
。


